
保険料年額＝

均等割額（被保険者１人

あたり５万1491円）

＋

所得割額（賦課のもとと

なる所得金額）×所得割

率9.90％

※保険料の年額の限度額

は62万円

前年度保険料の納付 納め忘れている人や納付が困難な人は、早めにご相談ください。　保険収納課　☎０６（６９０２）５９９４

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税
通

知
書
を
４
月
下
旬
に
送
付
し
ま
し
た

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
、

毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
１
８

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
を

５
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２
日
以
降
に
名

義
変
更
や
廃
車
の
手
続
き
を
し
て
も
、

そ
の
年
度
分
は
課
税
さ
れ
、
払
い
戻

し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は

５
月
31
日
㈮
ま
で

対
象

　

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
な
ど
、
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
人

※
１
人
１
台
に
限
る
。
同
じ
車
両
で

も
毎
年
申
請
が
必
要

※
申
請
に
必
要
な
物
な
ど
は
納
税
通

知
書
に
同
封
の
チ
ラ
シ
参
照

申
請
・
問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
７
４

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

今
年
度
は
、
前
年
度
と
同
様
に
、

均
等
割
額
５
万
１
４
９
１
円
、
所
得

割
率
９
・
90
％
に
よ
り
保
険
料
を
算

定
し
ま
す
。

◆
均
等
割
額
の
軽
減

　

世
帯
内
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保

険
料
の
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

本
則
７
割
軽
減
の
対
象
者
は
、
こ
れ

ま
で
更
に
上
乗
せ
し
て
軽
減
（
8.5
割
、

９
割
）
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
年

度
か
ら
段
階
的
に
見
直
し
を
行
っ
て

い
ま
す
。

※
基
礎
控
除
額
な
ど
は
税
法
改
正
な

ど
に
よ
り
変
動
す
る
場
合
あ
り

※
世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場
合

で
も
世
帯
主
の
所
得
が
判
定
対
象

※
前
年
度
と
比
べ
、
今
年
度
は
５
割

お
よ
び
２
割
の
軽
減
対
象
を
拡
大

※
転
入
な
ど
に
よ
り
所
得
金
額
が
不

明
の
場
合
は
、
均
等
割
額
を
保
険

料
と
し
て
決
定
。
前
住
所
地
な
ど

へ
の
照
会
で
所
得
金
額
が
わ
か
れ

ば
再
計
算
を
し
て
、
翌
月
以
降
に

保
険
料
を
変
更
す
る
場
合
あ
り

◆
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養

者
だ
っ
た
人
の
保
険
料
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
日
の
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の
健

康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員
保
険
の

被
扶
養
者
だ
っ
た
人
は
、
新
た
に
保

険
料
を
負
担
し
ま
す
。
当
面
の
間
、

所
得
割
額
は
賦
課
さ
れ
ず
、
資
格
取

得
後
２
年
間
は
均
等
割
額
の
５
割
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

世
帯
の
所
得
に
応
じ
た
均
等
割
額

の
８
割
ま
た
は
8.5
割
軽
減
に
該
当
す

る
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軽
減
割
合
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
日
の
前
日
に
お
い
て
、
国
民
健

康
保
険
・
国
民
健
康
保
険
組
合
に

加
入
し
て
い
た
人
は
対
象
外

◆
留
意
事
項

　

軽
減
対
象
者
の
判
定
は
、
大
阪
府

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
市
区

町
村
か
ら
提
供
さ
れ
た
所
得
情
報
に

基
づ
い
て
行
う
た
め
、
本
人
か
ら
の

申
請
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、
所
得

情
報
が
な
い
場
合
は
判
定
が
で
き
な

い
た
め
、
市
区
町
村
の
担
当
窓
口
へ

の
簡
易
申
告
な
ど
が
必
要
で
す
。

簡
易
申
告
書
の
提
出
は
忘
れ
ず
に

　

今
年
度
国
民
健
康
保
険
料
の
賦
課

と
軽
減
判
定
な
ど
に
必
要
な
た
め
、

「
国
民
健
康
保
険
簡
易
申
告
の
お
知

ら
せ
」
と
「
国
民
健
康
保
険
簡
易
申

告
書
」
を
５
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

届
い
た
人
は
５
月
29
日
㈬
ま
で
に
申

告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

31
年
１
月
１
日
現
在
19
歳
以

上
で
、
31
年
４
月
末
現
在
で
未
申

告
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

※
提
出
が
な
い
場
合
は
国
民
健
康
保

険
の
軽
減
判
定
対
象
外

申
請
・
問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
９
７

国
民
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　

日
本
在
住
の
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
へ
の
加

入
が
必
要
で
す
。
職
業
な
ど
に
よ
り

加
入
手
続
き
や
保
険
料
の
納
め
方
が

違
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
老
後
の
保
障
だ
け
で

な
く
、
障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
場

合
や
、
一
家
の
担
い
手
が
死
亡
し
た

場
合
な
ど
に
本
人
や
家
族
の
生
活
を

支
え
る
制
度
で
す
。
必
ず
加
入
し
、

保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
い
が

困
難
な
と
き
は
免
除
申
請
を

　

国
民
年
金
保
険
料
に
未
納
期
間
が

あ
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
場
合
は
免

除
申
請
を
し
て
未
納
期
間
が
無
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

※
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
分

ま
で
申
請
可

申
請
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

第
１
回
臨
時
会
の
開
催
予
定

　

会
議
は
誰
で
も
無
料
で
傍
聴
で
き

ま
す
。
傍
聴
（
一
般
席
32
人
・
車
椅

子
用
席
３
人
）
は
先
着
順
で
す
。

受
付
場
所

　

議
場
前
（
市
役
所
本
館
１
階
）

５
月
15
日
㈬　

Ｊ
ア
ラ
ー
ト

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

　

地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時

に
お
け
る
情
報
伝
達
体
制
に
万
全
を

期
す
た
め
実
施
し
ま
す
。
当
日
は
市

内
50
カ
所
に
設
置
し
て
い
る
ス
ピ
ー

カ
ー
か
ら
音
声
が
流
れ
ま
す
。
こ
の

訓
練
は
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
る
も

の
で
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

と
き　

５
月
15
日
㈬
午
前
11
時
頃

放
送
内
容

　

上
り
チ
ャ
イ
ム
音

　

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス

ト
で
す
」
（
３
回
繰
り
返
し
）

　

下
り
チ
ャ
イ
ム
音

住
宅
防
火
診
断
を
実
施
し
ま
し
た

　

門
真
市
消
防
団
は
、
３
月
１
日
～

７
日
に
実
施
さ
れ
た
全
国
春
の
火
災

予
防
運
動
事
業
と
し
て
、
門
真
消
防

署
と
協
力
の
う
え
一
般
住
宅
を
訪
問

し
、
防
火
チ
ェ
ッ
ク
の
ポ
イ
ン
ト
を

確
認
し
ま
し
た
。

◆
防
火
チ
ェ
ッ
ク
の
ポ
イ
ン
ト

◦
放
火
防
止
…
家
の
周
り
に
燃
え
や

す
い
物
を
置
い
て
い
な
い

◦
タ
バ
コ
火
災
防
止
…
寝
タ
バ
コ
や

タ
バ
コ
の
投
げ
捨
て
を
し
て
い
な

い
◦
コ
ン
ロ
火
災
防
止
…
コ
ン
ロ
か
ら

離
れ
る
と
き
は
火
を
消
し
て
い
る

◦
火
遊
び
火
災
防
止
…
マ
ッ
チ
や
ラ

イ
タ
ー
を
子
供
の
手
が
届
く
所
に

置
い
て
い
な
い

◦
電
気
火
災
防
止
…
電
気
器
具
を
正

し
く
使
い
、
タ
コ
足
配
線
を
し
て

い
な
い

◦
逃
げ
遅
れ
防
止
…
住
宅
用
火
災
警

報
器
を
設
置
し
、
作
動
点
検
も
し

て
い
る

◆
門
真
市
消
防
団
女
性
団
員
を
募
集

中

　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
１
２

※
所
得
の
判
定
区
分
ご
と
に
お
け
る

均
等
割
り
の
軽
減
割
合
な
ど
詳
し

く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

市役所の日曜相談窓口（５月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー

12日㈰

午前９時～

正午

業 務内容　通知カード・個人番号カードの

交付、マイナンバーに関する相談

相談・問合先

　市民課　☎０６(６９０２)５９８３

国民年金

26日㈰

午前10時～

午後３時

持ち物　年金手帳、印鑑など

※ 離職した人、代理人の申請時は別途必要

書類あり

相談・問合先

　市民課　☎０６(６９０２)６００５

市税納付

※証明書の発行などは不可

相談・問合先

　納税課　☎０６(６９０２)５９３５

国民健康保険

料・後期高齢

者医療保険料

納付　　　　

※ 南部市民センターでも受付可。ただし、

納付書・保険証の発行は不可のため後日

郵送

相談・問合先

　保険収納課　☎０６(６９０２)５９３９

と
き

　

５
月
22
日
㈬
・
23
日
㈭

内
容

　

本
会
議

※
会
議
は
午
前
10
時
か
ら
。
傍
聴
の

受
付
は
午
前
９
時
30
分
か
ら

※
日
時
は
変
更
と
な
る
場
合
あ
り

問
合
先

　

議
会
事
務
局

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
９
７
８

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
確
認
通
知
書
、
退
職
辞
令
な

ど
（
す
べ
て
写
し
可
）

※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
委
任

状
と
本
人
確
認
書
類

申
請
方
法

　

申
請
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
申
請
書
は
市
民
課
窓
口
で
配
布
ま

た
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
請
・
問
合
先

　

〒
５
７
０
︲
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
丁
目
５
︲
５

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６
（
６
９
９
２
）
３
０
３
１

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

◆５月１日㈷午前10時〜午後３時

市民課　☎０６(６９０２)５９７０
婚姻届の受付

※婚姻届以外の届出は本館１階宿直室で受付

◆５月２日㉁午前10時〜午後３時

市民課【証明・届出・登録について】

☎０６(６９０２)５９８３

【国民年金について】

☎０６(６９０２)６００５

住民票・印鑑証明・戸籍謄抄本の発行、転入・転出

・転居に関する届出、印鑑登録、国民年金免除の申

請

健康保険課　☎０６(６９０２)５６９７ 国民健康保険資格管理業務

保険収納課　☎０６(６９０２)５９３９ 転入・転出に伴う保険料納付相談業務

高齢福祉課　☎０６(６９０２)６１７６
転入時の異動票・受給資格証明書の受け取り、転出

時の介護保険者証の回収・受給資格証明書の交付

こども政策課　☎０６(６９０２)６１８６ 各種こどもに関する手当・医療業務

障がい福祉課

【①について】☎０６(６９０２)６０５４

【②について】☎０６(６９０２)６１５４

転入・転出に伴う下記の業務

①障がい福祉サービス・障がい児通所支援の申請

②障がい者手帳・自立支援医療・障がい者医療

学校教育課　☎０６(６９０２)７１０７ 小・中学校の転校手続き

※内容により取り扱いできない場合あり。詳しくは市ホームページ参照

大型連休中の転入・転出に関連する
窓口業務を開設

保

険

防

災

議

会

税

金

年

金
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